
『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』
～給付率が変更となります～

事業主・労働者の皆さまへ

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について、
令和４年12月以降に休業した期間の申請の給付率が変更となります。
詳細は以下をご覧ください。
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休業した期間 給付率
令和４年７月１日 ～ 令和4年11月30日までの休業 ８０％
令和４年12月１日 ～ 令和５年３月31日までの休業 ６０％

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

×
休業前の１日当たり

平均賃金 60%×
各月の休業期間

の日数
・就労した日数
・労働者の事情で休んだ日数ー

１日当たり支給額
（8,355 円（令和４年７月分は8,265円）が上限）

休業実績

計算方法

（申請対象となる休業開始月前６ヶ月のうち任意の３ヶ月の賃金の合計額）÷90

・１日８時間から３時間の勤務になるなど、時短営業などで勤務時間が減少
した場合でも、１日４時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象
となります。

・週５回から週３回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となります。
（就労した日などを休業実績から除いた上で対象となります。）

令和４年11月30日までの休業の場合は、8０％

■厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html (右記QRコード)

■お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120-221-276 月～金 8：30～20：00 / 土日祝 8：30～17：15

お問い合わせ

支給額の計算方法

対象となる休業の期間と給付率


